
 墨田区介護保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成２７年３月１７日 

 

                    墨田区長  山  﨑    昇 

 

墨田区条例第１８号 



   墨田区介護保険条例の一部を改正する条例 

 墨田区介護保険条例（平成１２年墨田区条例第４０号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１０条各号列記以外の部分中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２

７年度から平成２９年度まで」に改め、同条第１号中「３万２，８５０円」を「３万

２，４００円」に改め、同条第２号中「３万２，８５０円」を「４万５００円」に改

め、同条第３号中「４万９，２７５円」を「４万８，６００円」に改め、同条第４号

中「６万５，７００円」を「５万６，７００円」に改め、同条第１２号中「１８万３，

９６０円」を「１８万１，４４０円」に改め、同号を同条第１３号とし、同条第１１

号中「１６万７，５３５円」を「１６万５，２４０円」に改め、同号を同条第１２号

とし、同条第１０号中「１５万１，１１０円」を「１４万９，０４０円」に改め、同

号を同条第１１号とし、同条第９号中「１２万１，５４５円」を「１１万９，８８０

円」に改め、同号イ中「第１１号イ」を「第１２号イ」に改め、同号を同条第１０号

とし、同条第８号中「１０万８，４０５円」を「１０万６，９２０円」に改め、同号

イ中「第１０号イ又は第１１号イ」を「第１１号イ又は第１２号イ」に改め、同号を

同条第９号とし、同条第７号中「９万８，５５０円」を「９万７，２００円」に改め、

同号イ中「第９号イ、第１０号イ又は第１１号イ」を「第１０号イ、第１１号イ又は

第１２号イ」に改め、同号を同条第８号とし、同条第６号中「８万２，１２５円」を

「８万１，０００円」に改め、同号イ中「第８号イ、第９号イ、第１０号イ又は第１

１号イ」を「第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イ」に改め、同号を同

条第７号とし、同条第５号中「７万３，９１２円」を「７万２，９００円」に改め、

同号イ中「第７号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号イ又は第１１号イ」を「第８号

イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イ」に改め、同号を同条第６号

とし、同条第４号の次に次の１号を加える。 

 ⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６万４，８００円 

 第１４条第３項中「ハ」を「ニ」に、「、第１０条第５号イ、第６号イ」を「若し

くは第５号ロ又は第１０条第６号イ」に、「又は第１１号イ」を「、第１１号イ若し

くは第１２号イ」に、「第４号まで及び第１０条第５号から第１１号」を「第５号ま



で及び第１０条第６号から第１２号」に改める。 

 第２１条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する提出期限までに減免の申請をすること 

 ができないやむを得ない事情があると区長が認めるときは、当該期限が経過した後 

 においても減免の申請をすることができる。 

 付則に次の１条を加える。 

 （改正法附則第１４条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過

措置） 

第１０条 法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に

ついては、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を

図るため、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間は行わず、同日

の翌日から行うものとする。 

   付 則 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 平成２６年度までの保険料率については、なお従前の例による。 


